
マイカーローン、生活応援ローン、リフォーム・エクステリアローン、    

教育ローン、はちにのフリーローン                   

保証委託約定（八十二信用保証株式会社） 新旧対比表 

（下線部：改定箇所） 

改 定 前 改 定 後 

第５条〔求償権の事前⾏使〕 
1. 委託者に次の各号の事由が一つでも生じた

場合には、保証会社から委託者に対する通知
催告等がなくても当然に保証会社に対しあ
らかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく債
務全額を返済するものとします。 

(略) 
 (2) 委託者が住所変更の届出を怠るなど、委託

者の責に帰すべき事由によって、銀⾏に委託
者の所在が不明となったとき。 

(略) 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（新設） 
 

第５条〔求償権の事前⾏使〕 
1. 委託者に次の各号の事由が一つでも生じた場

合には、保証会社から委託者に対する通知催告
等がなくても当然に保証会社に対しあらかじ
め求償債務を負い、直ちに異議なく債務全額を
返済するものとします。 

(略) 
 (2) （削除）住所変更の届出を怠るなど（削除）

委託者の責めに帰すべき事由によって、銀⾏お
よび保証会社に委託者の所在が不明となり、銀
⾏および保証会社が督促できないことが判明
したとき。 

(略) 
 
第 11 条〔公正証書の作成〕 

委託者は保証会社からの請求を受けたとき
は、直ちに強制執⾏の認諾ある公正証書の作
成に関する一切の⼿続きをするものとしま
す。 

 
第 12 条〔合意管轄〕 

本取引に関して訴訟の必要が生じた場合に
は、保証会社本社所在地を管轄する裁判所を
管轄裁判所とすることに合意するものとしま
す。 

 
第 13 条〔約定の変更〕 
1. 保証会社は、法令の変更、⾦融情勢その他の理

由により、この規定を変更する必要が生じたと
きには、⺠法第 548 条の 4 の規定にもとづい
て、変更できるものとします。 

2. 保証会社は、第 1 項の変更をするときは、その
効⼒の発生時期を定め、変更を⾏う旨および変



改 定 前 改 定 後 

更後の内容ならびにその効⼒の発生時期を、銀
⾏または保証会社のホームページへの掲⽰そ
の他の方法により周知するものとします。 

 


